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大いに期待しております。 

 午前中、市長、残念ながら提案を取り下げら

れた件について、私は当初はこれを生かすこと

ができるかなと若干期待もしておったんですね。

やっぱり昨年度まで観光振興計画の策定を引っ

張ってきた方の力というのは、まだまだ活用さ

せていただかなければいけないかなというふう

な思いもあったものですから、そういった方々

が地場産の中に入って、総合的に観光あるいは

地域経済、そして新しい雇用というところまで

食指を伸ばしながらさまざまリードしてくださ

る機関も必要ではないかという思いもあったも

のですから、当初の市長の提案には私はある程

度賛同もしておったのでございまして、それが

今回なくなったわけですので、なくなったとい

うか、当初よりも思い入れというのは少しトー

ンダウンしたということも、そういった印象も

拭い切れませんので、その辺、これから９月に

向けてぜひ期待をしておりますので、連携の動

きを強めてもらいたいということを最後に申し

上げて、私の質問、若干時間ありますけども、

終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 

 安部 隆委員の総括質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、順位４番、議席番号

12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 通告しております２件

について、順次質問を申し上げます。 

 大変お疲れのところ恐縮でございますけども、

ひとつ適切なご答弁をお願いしたいというふう

に思います。 

 初めに、新産業団地構想について質問したい

と思います。 

 この件につきましては、私も以前から一応関

心を持ちまして、交通の要衝と言われる地域に

住んでおりますので、そうしたところを最大限

利用できるというようなことで説明をしてきた

ところでございます。現在におきましては、市

内の求人倍率が厳しい状況でございまして、雇

用の確保、企業の誘致は、これは必要でござい

ます。以前から工業、産業の立地できる用地が

確保できないかというようなことでございまし

て、長井市には致芳地区の成田の工業団地、そ

して豊田地区には今泉の流通団地というものが、

これは張りついているところでございます。 

 今までこういったことで質問をしてまいりま

したが、10数年前は道路網の整備がまだ行き届

いていないというようなことで、道路がある程

度完備された後にそうしたことを計画、検討し

てみたいと。そういう矢先、やはり財政健全化

というようなことがありまして、またそういう

事情によりまして団地形成ができなくなったと

いうふうに思っております。このたびの新団地

構想は、雇用の確保や長井市の将来構想に果た

す影響ははかり知れないものがあるというふう

に思っております。 

 そこで伺いますが、昭和61年11月に造成され

た現在の流通団地も、このたびの産業団地構想

に組み込まれるのか、また、この用地面積はど

のくらいの規模になるのかについて商工振興課

長、お願いします。 

○大道寺 信委員長 梅津和士商工振興課長。 

○梅津和士商工振興課長 安部委員のご質問にお

答えいたします。 

 今のご質問は、団地の面積とか今回の新しい

産業団地の構想とのかかわりはというふうなこ

とでございますけども、今、委員がおっしゃい

ましたように、今回、新潟山形南部連絡道路の

梨郷ルートが発表になりまして今泉まで接続を

するというふうなことで、７月の着工というふ

うに聞いております。その接点であります国道

113号線の合流付近にこの団地を計画しており
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ますが、具体的な場所、それから面積などにつ

いては特に特定をしておりませんで、その調査

を今回の調査費で行うものでございます。以上

でございます。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 まだ面積または場所的

なことはわかりませんけども、さきの産業・建

設常任委員会協議会の資料では、今、課長が申

されましたように、新潟山形南部連絡道路と

113号線の合流地点のあたりに円がかかれてお

りまして、この地域は今泉親道、歌丸一本木、

水木、この辺が入っているのかなというふうな

わけであります。こういうことで、まだその場

所には内定もしてないし、これからの調査によ

って決まっていくというふうに思いますが、現

在の今泉の流通団地は、やはり長井市、西置賜

は無論のこと、置賜一円において鮮魚や青果物

の供給、そして貨物輸送の拠点としての使命を

担っているものだというふうに思います。団地

内の用地利用は、61年造成当時は多分100％企

業が進出したのではなかったのかなというふう

に思っております。中ではパチンコ店も営業し

ておりまして、非常ににぎわいがあったところ

でございました。現在では、売り地や借地など

空き用地が見かけられる状況であります。せっ

かくの団地造成も利用がなければ地域の発展、

雇用の確保につながらないと思います。 

 新産業団地造成に当たっては、こうした流通

団地の経験といいますか、ノウハウを踏まえ、

また、そのノウハウを生かし、新団地におきま

しての企業の誘致というものは積極的に進めて

いかなければならないと、このように思ってい

るわけでございますけども、そんな中で、今回

データセンターというようなことで、コールセ

ンターですか、こういったものも一つ今までと

違った、工業とはまた違ったサービス業種とい

いますか、そういったものが含まれているとい

うようなことでございますけども、やはり団地

を造成した後には、全てが進出してくるという

ふうなことにならなければ、先ほど来からあっ

たように地域の発展、また、費用対効果という

ようなものも、これも無駄にはなりませんけど

も、そういったことも考えていかなきゃならな

いというふうに思いますが、市長はその辺につ

いてはいかがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ちょっと少し話を整理させてい

ただきたいと思いますが、新産業団地の構想に

ついては、県のほうに26年度要望として上げて

いるものでございます。ことしで３年目でござ

いますが、この経緯について若干触れさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、新潟山形南部連絡道路は、赤湯バイパ

スが完成し、その後、梨郷バイパスを何とか早

く着工していただこうということで、当時、平

成20年あたりから頻繁に国交省のほうに要望に

行ってまいりました。平成20年に行きました際

に、長井市の市長さんと、道路部長さんから言

われたのは、どこでも道路をきってくださいと

言いますよと、その道路を活用してどのように

地域振興を果たすのかと、そういったところを

示してほしいというような声がございました。 

 その後、今度、要望の際に、ぜひこの道路に

よって長井、西置賜地域の産業振興を図ってい

くんだということで、私ども長井の部分、ちょ

うど新山道の113号線、梨郷から長井の部分に

接するあたりは川西町と飯豊町と長井市の境の

あたりでございますので、都市計画区域にまず

は入れておかなきゃいけないだろうというふう

なところを、幸いなことに県のほうから都市計

画区域に入れたらいいんじゃないかと。それは

川西町も入れなさいということだったんですが、

川西町は拒否したんですが、私どもだけはわか

りましたということだったものですから、都市

計画区域に入れるというのは難しいんですが、

非常にスムーズにあの地域を都市計画区域に入
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れることができたということで、新産業団地の

基礎的条件をまず第一に整えたということであ

ります。 

 その次に、新潟山形南部連絡道路の梨郷バイ

パスのコースが決まる際に実は大変なことにな

ってまして、長井を通らないでコロニーの南側

を通っていくというルートがございまして、そ

れをとにかくこちらに引き返さなきゃいけない

ということで、新産業団地ということで、これ

は我々地域を挙げて、ここですと、置賜、米沢

市でも小国町でも白鷹町でも南陽市でも30分ぐ

らいでみんな通勤できる場所だと、しかも長井

市だけじゃなくて、川西町、飯豊町と、そうい

うところだからここに、最初、工業団地という

言い方をしてたんですが、これをぜひ県のほう

でつくっていただきたいと。私どもも協力しま

すということの新産業団地だったものですから、

それがおかげさまで何とかこちらのほうに引き

寄せることができて、先ほど安部委員がおっし

ゃった今泉で一番外れのほうの飯豊境のあたり

が、そこが接点ということでございました。 

 ご質問の流通団地のかかわりとか、あとデー

タセンターでございますが、その際にどういう

業種が想定できるかということで、実は平成20

年に長井市の成田の、今、あかしあ産業団地、

ここに県を通じて大規模な用地を確保できる可

能性があると、10ヘクタールでございました。

それは具体的な企業名とか教えてもらえません

でしたけども、トヨタの関連企業だというお話

でした。これは山形県としては、実は10ヘクタ

ール用意できる場所がないんだそうです。既存

の工場の跡地も含めれば、周りの地権者からご

協力いただければ10ヘクタールになるので、じ

ゃあ、既存企業と周りのほうを私どもで責任を

持ってお願いして、ぜひ山形県で協力いただき

たいということだったんですが、結果として宮

城県に行ってしまいました。 

 その後、セントラル自動車等々を立地して一

段落してたと思ったところですが、実はもう宮

城県と岩手県には10ヘクタール規模の工業団地

は一切残ってないんだそうです。山形県も１ヘ

クタール、２ヘクタールの土地はところどころ

あるんです。八幡原もありますし、酒田のほう

にもありますし、いろんなところにある。とこ

ろが、10ヘクタールの用地を確保できるところ

がないと。だものですから、ぜひ山形県のほう

にお願いしてるんですが、なかなかいい返事は

いただけません。 

 そんな中ではございますが、つい一昨日の東

北経済産業局のある方の情報ですと、これから

東北のほうにトヨタ本社からトヨタ系の大手の

企業が出てこいということで指令がかかってる

と。しかし、10ヘクタール以上を用意できると

ころがないんだと、だから長井市さんで頑張れ

ば話はうまくいくかもしれませんよと。しかし、

その際には県にも協力いただかなきゃいけない

だろうというお話でしたので、実は、この新産

業団地というのは、やっぱり私どもの力だけで

はできませんので、県にお願いして、その際に

は議会からもご協力いただいてやっていきたい

と。これはまだ具体的な企業名なんていうのは

全くわかりません。本当にできるかどうかとい

うのは、これから県と一体になって努力しなき

ゃいけないんだと思います。 

 なお、データセンターについては、山形県の

中でデータセンターをやるべきだというふうに

手を挙げてるのは、今のところ私は長井市だけ

だと認識しておりますので、これを、今泉もそ

うですが、データセンターは雇用はそんなに、

何十人、せいぜい20人か30人ぐらいだと思いま

す。ですから何百人なんて見込めないんですが、

データセンターがあることによって相当な技術

者、コンピューターのソフト会社等々あるいは

データセンターを置いている会社の技術者がし

ょっちゅう来るんだそうです。ですからこれは

長井のまちなかに泊まっていただくように、例
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えば成田の工業団地の中とか、あるいは西根山

麓地域、平野もあるかどうかですけども、そう

いったところの予定地につくってもらうことに

よっていいのかなというふうには思ってますが、

データセンターについてはある程度具体化しそ

うな感じがしましたので、新産業団地というこ

とで今泉周辺に置くことによってさまざまな可

能性が広がるんじゃないかということで、今の

ところ考えているところでございます。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 まだ計画中といいます

か、そんなところだと思いますけれども、ぜひ

やはりこういったことは進めていただいて、何

とか新工業団地を形成というか、造成していた

だけるというふうになっていただきたいなと私

も強く思います。 

 そこで、この地域でございますけども、これ

障害になるかわかりませんけども、朝日幹線と

いう鉄塔がありまして、やはりコールセンター

なりサービスセンターなりというようなことで

あれば、いろいろな影響が出るのかなと。市長

は、あの鉄塔には議員時代も関心がありまして、

鉄塔地中化とか、いろんなことがあったわけで

すけども、もしこの地域が調査をいたしまして

そういった大規模な新工業団地になるというよ

うなことであれば、その鉄塔の問題についても、

一応候補地と言われているところの113号線の

南側にはやはりその鉄塔が横たわっているわけ

でございますので、その辺についてはいかがで

しょうか。 

 また、最近、地震というようなことで、これ

も地質調査もしっかりとやっていただくという

ふうに思いますけども、今泉断層帯というよう

なことが報道されまして、これなどはあんまり

私は障害にはならないというふうに思いますが、

耐震、免震、そういった構造的なもので対処で

きると思いますけども、やはり鉄塔の問題は多

少なりとも何か解決していかなきゃならない問

題でないかなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部委員おっしゃいますように、

まず活断層、今泉の活断層って見つかったよう

でございますが、これについては、再度調査の

中で精査をしなきゃいけないと思いますが、活

断層はどこにでもあると。ただ、比較的あそこ

は地層が新しいので表に出てるということだと

思ってますが、ただ、活断層もそんなに長い距

離じゃないので、そういったところの立地はや

っぱり避けなきゃ、直下は避けなきゃいけない

というふうに思います。 

 やっぱり問題は、安部委員のおっしゃるよう

に、朝日幹線という高圧線でございます。これ

は東北電力に私も市会議員の時代に何回も問い

合わせしておりますが、技術的には全く問題な

いと、地下埋設で、しかも最近は非常に共同溝

ということで、光ファイバーも含めて、むしろ

地震の際にも非常に安心な、そういう構造でで

きる技術が確立されておりますので、あとは経

費の問題だけだというふうにと思います。例え

ばさまざまな企業が張りつく、あるいはデータ

センターをあそこでつくるといった場合に、そ

の鉄塔からある程度距離を置いたところにつく

るというふうにしていったほうがいいのか、あ

とは、今泉地区の将来的なことも考えて東北電

力とか、あるいは国、県のほうからも支援を受

けて、この際、できるだけ民家の近いところの

鉄塔何塔かを地下埋設していくのか、そういっ

たことなども検討の材料になるんではないかと

いうふうに思っております。 

 やはり安部議員がおっしゃるように、鉄塔に

よって公立置賜総合病院の位置も大きく長井部

分につくれなかったという今までのことがあり

ますし、将来のことも考えれば、その辺のとこ

ろも検討の内容に値するというふうに思ってい

るところでございます。 
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○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 市長のそうした賢明な

答弁でありますが、本当にそういったことをや

はり考え、対策をしていただかないと、やはり

誘致には負けてしまうと。今、市長も申し上げ

ましたように、病院もそうでした。我々も平成

７年に議員になった当時、川西町、南陽市と本

当に引っ張り合いというふうになりまして、今

泉駅の南側というふうな候補地になったんです

けども、やはり鉄塔があってだめだと、電波障

害もさることながらヘリが飛べないというよう

なことで断念したところでもありましたので、

障壁といいますか、障害になる部分については、

解決をしていく方法というものをやはり今から

考えていくというのも必要かなというふうに思

っております。 

 また、この団地が調査後、実施される段階で

もありますが、やはり現流通団地に進出してま

す企業なり、そういった方々との話し合いも必

要だというふうに思いますし、以前から新潟山

形南部連絡道路が長井市にインターが出るよと、

どうにか真っすぐそのインターから流通団地に

おりてこられないものかなというような話も中

にいる方々から言われたこともありますので、

そういったことのいろいろ要望等もあると思い

ますので、ぜひその辺は話し合いをしていただ

いて、そして調査にうまく活用していただきた

いなというふうに思うわけであります。 

 また、この地は、ちょうど飯豊町と川西町と

の境というようなことで、やはり県も入るとい

うようなことであれば、広域的に置賜、西置賜、

東南置賜ですか、こういった広域の中での力と

いうものも必要じゃないかなと、やはり協力体

制というものをなくして、なかなかこの新団地

というものはできないんじゃないかなと。まし

てや、飯豊町には東山工業団地ができているわ

けでありますので、その辺の２町との話し合い

も早目にやはり進めていくというようなことが

必要じゃないかなというふうに思いますが、い

かがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部委員おっしゃるように、ま

ずは現在の新産業団地、立地されている企業の

皆さんとはいろいろ考え方など説明し、また、

企業側のさまざまなご意見などもお伺いしたい

というふうに思ってます。 

 お尋ねの川西町、飯豊町との関係でございま

すが、時期を見計らって具体的な協議といいま

すか、協力体制をとっていきたいというふうに

思ってます。 

 ただ、どうも県のほうが、まずは置賜総合支

庁のほうへの打診でありますが、とにかく工業

振興については少しかなり考え方に開きがある

なというふうに思ってますので、飯豊町、川西

町とどこかの時点で共同して、あるいは３市５

町で、今、特に県会議員と私ども市町村長、市

議会・市町村議会議長と置賜総合支庁で置賜総

合開発推進協議会をつくっておりますので、そ

ういった団体で置賜３市５町として取り組んで

いただくように将来的には進めていきたいと。

できれば長井市に置いてもらいたいわけですが、

ある程度、一部川西町とか飯豊町に工場が立地

したとしても市民の皆さんはお勤めできるわけ

ですから、そんなことで協力体制をとっていき

たいと思います。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 ぜひ、やはり置賜地区

の雇用のまず創出ということになれば、地域を

越えてやはり協力体制をとっていくというのも

今後また必要じゃないかなというふうに思いま

す。この辺は、市長にはリーダーシップをとっ

ていただいて、ぜひうまく県を含めて新工業団

地が長井市に来るようによろしく検討というか、

お願いをしたいというふうに思います。 

 続きまして、２番目の堀切粡町線等環境整備

工事について質問をしたいと思います。 
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 この整備工事につきましては、本当にこの経

過を整理しながら質問をしていかなければ、な

かなかわからない面がございます。ひとつ整理

をしながら質問を申し上げたいというふうに思

います。 

 この工事につきましては、12月議会において

堀切粡町線の170メートルを石畳舗装施工する

というようなことでございました。そのときも

工事の単価なり、また、ランニングコストなり、

そういったことでいろんな意見が出ましたが、

やはり観光事業の一つだと、そして景観的に石

畳と板塀というような中で、昭和初期の長井市

をほうふつさせるような、そういった景観をつ

くるんだというようなことだと思いますが、観

光をメインとすると、そして通年観光というふ

うに結びつくのかわかりませんけども、12月議

会では９対６で可決をしたところでございます。 

 これには私も賛成をしておりましたが、その

後、１月の臨時会で1,740万円を追加し、100メ

ートル延長をさせていただきたいという議案が

提案されましたが、これらについてはなかなか

議会の一致がいきませんで、やはり12月議会に

可決した事業も着手しない中で工事の延長はな

いだろうというふうに私は理解をしておりまし

たし、なかなか延長というものについては余り

賛成できなかったのかなというふうに思ってお

ります。そしてこのたび工事請負費が3,240万

円で１月臨時議会より30メートル長い、130メ

ートルの部分を、今度は車道の石畳をやめ、先

ほど言ったように脱色舗装にし、そして道路の

両端の側溝を整備すると、260メートル分の側

溝を新たに整備するというようなことでござい

ますが、経過的にはこういったことでよろしい

でしょうか、まち・住まい整備課長。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 12月の定例会に補正予算を上程しました堀切

粡町線の石畳整備工事につきましては、当時は

まだ測量設計の前の段階であります。また、あ

ら町地区との関係者との意見調整も行っていな

い段階でございましたので、概算事業費を算出

するために幅員６メートルの石畳舗装として事

業費を算出したものでございます。11月の産

業・建設常任委員会協議会においてもその旨は

ご説明しておりまして、測量設計前の概略工事

でありますので、その後、測量成果や関係者と

の意見を取り入れながら設計をまとめていく予

定とのご説明を申し上げたところでございます。 

 このたびの提案では、走行車線の中心部４メ

ートルにつきましては脱色舗装といたしまして、

両側２メートルずつ４メートル部分を石畳とす

るものでございまして、石畳を取りやめて提案

しているものではございませんので、主の工事

としては石畳の工事でございます。以上でござ

います。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 市長に伺いますが、や

はりもとは12月議会の補正の170メートルの設

計測量費といいますか、この計画がもとだとい

うふうに私は思っています。このときは可決を

したわけでございますから、それに次から次と

新たなものがふえてくると、そして先ほどもあ

ったように、地元との話し合いの中で要望され

た、そういった生活関連に付随する側溝整備と

いうものと、また、街路灯ですか、こういった

ものも含まれてきたと。これはこれで、住民の

そうした強い要望ですから、それはむげにしな

いとかするとかというようなことでなくて、や

はりこたえていかなきゃならないというふうに

は私は思います。ですが、我々が可決した12月

段階の工事からは、測量設計からしてももう全

然違っているんじゃないかなと。だったらば、

一応12月の事業をまだやっていないわけですか

ら、新たにそういった生活関連事業、そして基
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幹事業にあわせてそういったものを新たに提案

し、そして住民のそうした要望に応えていくと

いうような提案の仕方が私は合ってるような気

がするんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部委員のご提言といいますか、

お尋ねは、今回の石畳とは別に、市民からそう

いう地区から要望あるんだったら、それはそれ

で別な事業ですべきかということをおっしゃっ

てるんでしょうか。 

○大道寺 信委員長 安部委員、もう一度。 

 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 12月議会のときは石畳

で全てを舗装して、そして170メートル整備す

るんだと、それがこの都市再生整備の基幹整備

だという説明で我々は賛成したわけです。とこ

ろが、１月は否決されましたけれども、その分

の延長だと、ですから100メートル延長が出た

わけですね、１月のときは。それはだめだった

と。今回は石畳の部分を少なくして、そして要

望された側溝の工事の経費を捻出して全部で

290メートルですか、そうですね、130の170で

すから290メートル、これの整備をするという

ことであれば、12月の段階のところを戻して、

そして新たな提案としてこの堀切粡町線の整備

というものを提案するべきじゃないかなという

ふうに私は思うんです。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変済みませんでした。安部委

員がおっしゃる中身については、もう既決予算

で、いただいた部分を一旦返上して、これ繰越

明許いただいているやつを返上して、それでも

う一回新たに別なものとして提案すべきじゃな

いかということだと思いますが、残念ながらそ

れは難しいと思います。ただし、先ほど佐々木

委員の質問あるいはまち・住まい整備課長の答

弁の中でもありましたけれども、12月の時点で

お認めいただいた内容については、測量と実測

も含め概算でご了承いただいたと。そしてその

後、実測測量とか設計をして、今回改めて延長

の部分も含めて今度は25年度予算で一括して同

じやり方で統一した地元の地区の住民の要望を

お聞きして、若干石畳の中身は薄れてしまいま

すが、それですと、予算の範囲内ですし、なお

地元の要望にもこたえながら石畳もしっかりと

半分は残るんだと。 

 さらには、議会からご指摘あったトラック

等々で壊れて割れたりして維持管理が大変じゃ

ないかとか、あるいは後々、施工がきちんとし

ないと浮いたりするものとか割れたりするもの

がいっぱい出ないような、そういう設計をとい

うことで、今回、前回の部分も含めて地元から

は、途中でやめることなく、一緒にやってほし

いということの要望を受けて提案させていただ

きましたので、そこについては、安部委員のお

っしゃることも理解できないわけではないんで

すが、まずは24年度事業については、今回は、

白紙にするということはその事業をしないとい

うことになりますので、これは手続上かなり難

しいということと、同じ路線でありながら最初

既決でいただいて、170メートル部分について

は全て石畳で、残り、今回120メートルについ

ては真ん中部分が脱色というのも、これは地元

の意向には沿わないわけですので、そんなこと

で、ぜひ同じ規格で地元の要望にもこたえなが

ら、あるいは議会の要望にもこたえながらの今

回の提案に対してぜひご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 まち・住まい整備課長

にお聞きしますけども、１月の臨時会で24年度

内示を受けました5,850万円の中で１月の臨時

会に提出した1,740万円、これがまだ予算化で

きなかったですね、否決されたわけ。そのとき

に、これはやはり国のほうに返還しなければな

らないというような答弁をしてますけども、こ
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れはどういうふうなことになっていくんですか。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 1,740万円につきましては、県、国と相談し

て、どうするか決めたいというふうに多分答弁

したと思うんですが、国に返すことになれば、

1,740万円については今後使えないというふう

なことでご説明申し上げたんだと思います。山

形県と相談しまして、そういうことを避けるた

めに、山形県内のほうで社会資本整備総合交付

金の事業として活用をさせていただきましたの

で、国のほうには返還はしておりませんので、

そういった1,740万円は使えなくなったという

ことではございません。以上です。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 全体の中で、県の中で

消化していくよと、ですから何もそれが長井市

が使えなくなったわけじゃなくて、また新たな

ところで認定になれば、そういったものはいた

だけると、こういうことなんですね。だったら

ば、市長、やはりこれは一回差し戻しして提案

をし直すと、そういうふうにならないですか、

ちょっとその辺を。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 24年度の事業でお認めいただい

て、なおかつ明許繰り越ししたものを差し戻す

ということは、これはできないんです。という

ことは、事業をしないということですよね、と

いうふうに私は思ってます。ですから12月議会

でお認めいただいた金額については、もう設計

と実施測量で使ってるわけですね、一部。本工

事のほうを今回補正させていただいて、残りの

部分一体となって今回はご提案させていただい

たということでございますので、24年度分をお

認めいただいて、しかも議会のほうでは明許繰

り越しということでお認めいただいたものを、

それをやめてということは、これは難しいと思

います。ただし、今回24年度でお認めいただい

た部分は当初の予定どおり地元の意向を聞かな

いでそのままやって、残りの今回提案している

部分は地元の意向を受けてというのも、これは

大変ちぐはぐなんじゃないかなというふうに思

います。 

 なお、その辺の詳細について、まち・住まい

整備課長のほうからちょっと考え方を答弁いた

させます。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 12月に予算化をしました事業については、全

線の測量設計の中身でございます。工事部分に

ついては、当時の概算事業費では170メートル

でございました。改めてその測量成果を受けま

して地元の皆さんと意見調整を図ったところ、

290メートル部分について整備をお願いしたい

というようなことで、延長については20メート

ルほど延長になっております。このたび130メ

ートルの補正予算が提案でございますが、発注

につきましては、繰越予算と含めまして一括で

発注をする予定と考えております。以上です。 

（「補助率については」の声あり） 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 補助率につい

ては同じでございます。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 そうしますと、言われ

ましたように、この資料でいくと、25年度分の

施工延長が130メートルで、これが24年度の繰

越明許費でこの事業をするんだと、こういうこ

とですか。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 
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 全協のときにお配りした資料でしょうか。そ

れでいきますと、24年度の繰り越し工事としま

して160メートル、今年度提案しておりますの

が130メートルの提案でございます。 

○大道寺 信委員長 ここで暫時休憩いたします。

再開は３時20分といたします。 

 

 

   午後 ２時５８分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○大道寺 信委員長 休憩前に復し、会議を再開

いたします。 

 安部 隆委員の質疑を続行いたします。 

 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 また戻りますけども、

12月議会の補正の説明では、石畳舗装工事請負

費、170メートルの請負費として3,368万8,000

円ということでございます。先ほど言ったよう

に、測量設計費の部分はここから支出したもの

だと思いますし、その残りを繰越明許して今回

の25年度の事業ということで、3,240万円、そ

して環境整備工事には2,860万円、あら町の街

路灯整備については380万円と、こういうこと

になるわけですね、課長。そうですか。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 ただいま安部委員のほうからご説明ありまし

た事業費については、そのとおりでございます。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 市長は、繰越明許して

いるわけだから12月までに戻るということはで

きないんだと。でもこの工事費には手をつけて

るわけだから、やはりもう少し12月段階で、言

って悪いけども、設計から計画的にも違ってき

てるんではないかなというふうに思いますので、

私は、今の整備をするようなところに変えて提

案をするべきじゃないかなというふうに思うん

です。12月議会のときの我々が可決した部分と

は、事業内容は違いませんけども、設計はもう

違ってきてるわけです。ですから違ったところ

でやりましょうというようなことを示すのがわ

かりやすくて、私たちも大変理解しやすいもの

だというふうに思うんですが、その辺について

はいかがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 冒頭にまち・住まい整備課長が

申し上げましたように、12月にお認めいただい

た際は、全面石畳ということで延長が170メー

トルということでお認めいただいたんですが、

その際あるいはその後の産業・建設常任委員会

協議会において説明したということでございま

すが、あくまでも測量設計前の概算工事内容で

あると、ですから実際、実施測量とか設計する

ことによって若干その内容が変わるということ

は事前にご説明しておりました。さらに、その

際にも申し上げたと思うんですが、今後、測量

設計や地元の地区あるいはさまざまな関係者の

皆様からのご要望やご意見をいただいて、その

内容の具体的な設計は決めさせていただくとい

うことを申し上げておったと思います。それに

基づいて今回はご提案させていただいたと。 

 ただし、プラスして120メートル部分、途中

で終わりますから、地元では、途中でやめない

で一括してやってほしいと、120メートルもプ

ラスしてやってほしいということでしたので、

このたびはその部分を補正をさせていただいて、

同じ規格で施工させていただきたいということ

でのご提案でありますので、何とぞご了承を賜

りたいと思います。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 大体内容的にはわかっ

てきたといいますか、それでもやはり腑に落ち
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ないといいますか、12月の議決をした内容とは

中身が違ってきてると、ですから違ったところ

で提案をして工事を進めていくべきじゃないか

なというふうに私は変わりないところでござい

ますけども、これ以上言ってもあれですから。 

 次に、道路管理者は県ではないでしょうかと

いうことですけども、これらについては、堀切

粡町線のこれらについては15年度までは県道で

したが、移管になりまして市道だということで

ありました。これらについては、若干私も勇み

足的で、この辺については削除と思いましたが、

街路灯が長井大江線、県道だということで先ほ

ど佐々木委員が質問しておりましたが、県道に

こうした街路灯を設置するというようなことで

は、やはり県との話し合いも必要だと思います

けども、今後のそうした道路管理上での不具合

問題というものは、これは起きないんでしょう

か。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 お答え申し上

げます。 

 このたび街路灯の設置を予定しております予

算化を上程しております場所については、都市

計画道路名で神明町花作線、県道名では主要地

方道、長井大江線となります。平成13年か14年

に完成しました神明町花作線の街路事業で錦屋

さんの十字路から西側の部分については、街路

灯を30メートル間隔で整備しております。山形

県のほうでは、交差点の道路照明灯については

道路管理者として設置しますが、グレードアッ

プ分の街路灯の部分については地元管理だとい

うふうな一定のルールで建設をすることになっ

ております。ですから西側の部分に現在設置に

なっている街路灯については長井市管理で、電

気料も長井市が負担をしております。しかし、

交差点から東側の部分については全く設置にな

ってない、特に南側の歩道については大変暗い

歩道の状態となっておりますので、このたび都

市再生整備計画事業で設置するものでございま

す。 

 県との関係については、占用物件となります

から、案内標識などが国道に設置になっており

ますが、それと同じように管理者は県で、長井

市は占用する占用者というふうな位置づけにな

るかと思います。以上です。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 ぜひその辺は困ったよ

うなことにならないようにお願いしたいと思い

ますし、また、錦屋さんの十字路のところから

反対側、西側には県道椿長井線ですけども、こ

れらのところのこういった街路の問題、防犯灯

の問題等々も出てくるはずと思いますけども、

そういったときには、やはり市で県道に設置を

していくということになるんでしょうか。 

○大道寺 信委員長 浅野敏明まち・住まい整備

課長。 

○浅野敏明まち・住まい整備課長 先ほどと重複

しますが、錦屋さんの十字路から西側について

は既に設置になっております。それで、長井市

が街路灯については管理していまして、電気料

も長井市が負担しているところです。以上です。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 じゃあ、そういうこと

でありますので、わかりました。 

 次ですけども、他の地域の生活環境整備はと

いうことになりますけども、市長にお伺いしま

すが、堀切粡町線も今回はいちまたさんのとこ

ろまでと。平野川までですか、その南側につい

てはどういったことで今後整備されていくのか。

補助事業であれば、まちづくり交付金ですか、

そういったものを活用するのかもわかりません

けども、南高ですか、長井高校からずっと国道

までですけども、この辺も同じ堀切粡町線とい

うふうになってますので、そういうふうなかか

わりと、全体的な市道も含めたそういった整備
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はどういうようなことで整備計画を考えていら

っしゃるのか、お願いします。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 このたびあら町をなぜ石畳にしたかというこ

とについては、文教常任委員会のほうには経過

報告等してあるかと思いますが、教育委員会の

ほうで国の認定を受けて長井の歴史的建造物の

ある地域として全体をまちの真ん中をエリア指

定をして、その中核としてあら町、これは舟運

文化の町家等々が残っている町並み、あるいは

もう一つは、宮のほうは十日町周辺ということ

で上げております。そこの２カ所をまず石畳と

して整備すべきではないかということで、今回

やらせていただこうというものです。 

 お尋ねの館町南、四ツ谷とかそちらのほうに

ついては、今いただいているのは、消雪等々の

整備をしてほしい、あるいは少年議会なんかで

は長井高校前のあの変則のＴ字路といいますか、

非常に危険なので、信号などを置いて整備とい

うことなどもございますが、これからこの次の

第３次の都市再生整備事業の中でやはりさまざ

まな生活環境整備ができますので、その際に地

元からの意向などを受けながらすべきものとい

うふうに考えているところです。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 やはりこの沿線に住ん

でいる方は、そういったことはわからないと思

いますので、やはり片方が整備され、それ以外

のところについては何でだろうというふうなこ

とになると思いますので、ましてや今回、基幹

整備といいながらも生活環境整備にもなってる

わけですね、側溝の整備に入っているわけです

から、やはりそういったことの市民の声という

ものも早目に対応していただければなというふ

うに思いますし、また、中央地区以外でも、生

活環境面ではやはり要望が多いところだなとい

うふうに私は思いますので、早目にそうした整

備計画なりを立てていただいて、早い段階でほ

かの地域もそうした生活環境整備のぜひそうい

った中に入れていただきたいなというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

○大道寺 信委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 安部委員おっしゃるとおりです

ので、ただし、都市計画区域内の特に用途指定

を、いわゆる都市計画税を頂戴している地区を

都市再生整備事業で主に整備していきたいと。

そうしますと、予算枠は国のほうからきちんと

いただけますので、確実に整備できるというふ

うに思ってます。一方で、それ以外の農振地域

の部分については、残念ながら都市再生整備事

業は使えませんので、一般の社会資本整備総合

交付金事業、その中で整備せざるを得ないと。

その事業が該当しなかったら、いわゆる起債事

業、市の単独事業でやらざるを得ないという状

況でございます。したがって、例えば議会の請

願であったり、私どものほうに要望いただいて

いるところをまず優先すべきだというふうには

思ってますが、各大字単位とか地区で、特に道

路の整備についてはここを優先してほしいとい

うことで優先順位を決めていただいている地区

もございます。例えば伊佐沢地区であったり、

西根の中で寺泉、草岡とかいろいろありますの

で、そういったところを全域にまずお願いして

地域の優先順位を決めていただくと。できるだ

け国の制度なども活用しながら計画的に行って

いきたいと思ってます。 

 なお、ＬＥＤの照明街灯など、そういった明

るい街灯、安全面の部分については、これとは

また別途に、市のこれは単独事業等々で計画的

にできるだけ速やかに、やはり明るいまちづく

りをしていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

○大道寺 信委員長 12番、安部 隆委員。 

○１２番 安部 隆委員 質問を終わりますが、

もう少しわかりやすい説明と、そして今回のよ
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うな12月段階からこの事業もできなかったわけ

ですけども、やはり市民の要求というものにつ

いてはそれなりにこたえていかなきゃならない

というのは、私も同じ気持ちです。ですけども、

初めに提案した内容とは設計からも内容も違っ

てきてるというふうなことであれば、やはりそ

ういったことは大きく見直しして、そして再度

提案するべきだというふうに私は思うところで

あります。 

 そういうようなことを申し上げまして、質問

を終わりたいというふうに思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

 

 

○大道寺 信委員長 次に、順位５番、議席番号

14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 私は、市民生活の向上

を願いながら総括質疑を行います。３点につい

て順次質問申し上げますので、明快な答弁をい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

 質問の第１は、長井市の人事体制の考え方に

ついてです。長井市の行政を執行する体制、職

員などの組織体制などについては、私は何度か

質問させていただいています。今回は少し整理

させていただく意味合いで質問させていただき

たいと考えますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 平成25年度の長井市役付職員名簿をいただき

ました。そして３月には平成25年度人事異動方

針もいただいています。これらによりますと、

職員数は290名ということになるようです。こ

の290名のうち、派遣28名、相互交流１名、組

合専従２名、休職者などが２名おって、実際は

257名で市の行政執行を展開をするということ

になると思います。この資料によりますと、係

長以上が158名、うち派遣14名を除いても144名

という役付職員ということになって、全体の

56％を超える役付の職員という状態になってい

るようです。 

 そこで総務課長にお伺いをしますが、管理職

の職員数に対する割合と実際の数、課長と場長

あるいは、室長は別ですけども、センター長で

あるとかもいるわけですが、ほかに主幹という

ふうに、そういう職もあるようです。それらが

どうなってるのか、まずお聞かせいただきたい。 

○大道寺 信委員長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 具体的な数値では計算して

おりませんが、管理職が40名ほどおりますので、

その割合としては、ほかの市町村と比べまして

大分高いというのは前回もお知らせしたとおり

でありますけれども、今のところ管理職数は減

少はしておりませんので、前回お答えした割合

とほぼ同じような割合のままでございます。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 課長が言われる前回と

いうのは、いつの段階ですか。 

○大道寺 信委員長 中井 晃総務課長。 

○中井 晃総務課長 前回は23年３月の定例会の

質問でお答えをさせていただいております。 

○大道寺 信委員長 14番、髙橋孝夫委員。 

○１４番 髙橋孝夫委員 それだったらわかりま

す。割合は確かに高いということでして、この

こと自体をどうなのかというところというのは、

私は大きい問題だなというふうに思ってるんで

す。この間ずっとこういう傾向が続いてる。４

年前ごろからずっと続いてきておって、こうい

う姿あるいはこういう組織というのは決して良

好な姿ではない、頭でっかちであって、機能的

にも私は問題だというふうに感じてきました。

特に課長職と同等の主幹職を拡大すること、こ

れは問題が多いということで、この間、私も申

し上げてまいりましたし、予算特別委員会の委




